


議案第１８号 

   令和８年度刈谷市一般会計予算 

令和８年度刈谷市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７４，６６３，０００千円と定

める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

（継続費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の規定による継

続費の経費の総額及び年割額は、「第２表 継続費」による。 

（債務負担行為） 

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができ

る事項、期間及び限度額は、「第３表 債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表 地方債」に

よる。 

 （一時借入金） 

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、２，０００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じ

た場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

  令和８年２月１３日提出 

                   刈谷市長  稲  垣     武 
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議案第１９号  

令和８年度刈谷市刈谷小垣江駅東部土地区画整理事業特別会計予算  

令和８年度刈谷市の刈谷小垣江駅東部土地区画整理事業特別会計の予算は、次に

定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６０８，８８７千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  令和８年２月１３日提出  

                   刈谷市長  稲  垣     武  
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議案第２０号  

令和８年度刈谷市刈谷野田北部土地区画整理事業特別会計予算  

 令和８年度刈谷市の刈谷野田北部土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定め

るところによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０６，２０２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  令和８年２月１３日提出  

                   刈谷市長  稲  垣     武  
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議案第２１号  

   令和８年度刈谷市国民健康保険特別会計予算 

令和８年度刈谷市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１，８１３，２４８千円と定

める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定

により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

 （１）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

令和８年２月１３日提出 

                   刈谷市長  稲  垣     武 
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議案第２２号  

   令和８年度刈谷市後期高齢者医療特別会計予算  

令和８年度刈谷市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，９８１，８９７千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  令和８年２月１３日提出  

                   刈谷市長  稲  垣     武  
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議案第２３号  

   令和８年度刈谷市介護保険特別会計予算  

令和８年度刈谷市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０，７６２，６７３千円と定

める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定

により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

 （１）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

令和８年２月１３日提出  

                   刈谷市長  稲  垣     武  
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議案第２４号 

   令和８年度刈谷市水道事業会計予算 

 （総則） 

第１条 令和８年度刈谷市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１）給水戸数 

 （２）年間総配水量 

 （３）１日平均配水量 

 （４）主要な建設改良事業 

     配水設備増補改良費 

 （収益的収入及び支出） 

71,806 

18,257,000 

50,100 

 

840,893 

戸 

㎥ 

㎥ 

 

千円 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収        入 

 第１款 水 道 事 業 収 益 

  第１項 営 業 収 益 

  第２項 営 業 外 収 益 

  第３項 特 別 利 益 

3,605,381 

3,141,413 

463,958 

10 

千円 

千円 

千円 

千円 

支        出 

 第１款 水 道 事 業 費 用 

  第１項 営 業 費 用 

  第２項 営 業 外 費 用 

  第３項 特 別 損 失 

  第４項 予 備 費 

3,307,868 

3,243,534 

63,314 

20 

1,000 

千円 

千円 

千円 

千円 

千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額６８５，１３１千円は、過年度分損益勘定留保資金

６８５，１３１千円で補てんするものとする。）。 

収        入 

 第１款 資 本 的 収 入 583,639 千円 
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  第１項 企 業 債 

  第２項 負 担 金 

  第３項 固定資産売却代金 

  第４項 補 助 金 

400,000 

181,929 

10 

1,700 

千円 

千円 

千円 

千円 

支        出 

 第１款 資 本 的 支 出 

  第１項 建 設 改 良 費 

  第２項 企 業 債 償 還 金 

  第３項 補 助 金 返 還 金 

1,268,770 

1,148,991 

114,185 

5,594 

千円 

千円 

千円 

千円 

（継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

（単位：千円） 

款 項 事 業 名 総 額 年度 年 割 額 

１

 

水 道 事 業 

費 用 
１ 営 業 費 用 

一ツ木配水場 

１号及び２号 

配水ポンプ盤 

他 補 修 事 業 

124,630 

８ 123,949 

９ 681 

１ 資 本 的 支 出 １ 建 設 改 良 費 
水 源 浄 水 場 

施設更新事業 
14,595,486 

８ 83,896 

９ 2,496,737 

10 4,004,884 

11 4,004,884 

12 4,005,085 

（債務負担行為） 

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

（単位：千円） 

事    項 期    間 限 度 額 

給 水 車 購 入 事 業 令 和 ９ 年 度 23,285 

（企業債） 

第７条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと
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定める。 

（単位：千円） 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利   率 償  還  の  方  法 

水道施設更新事業 400,000 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

 

5.0％以内 

（ただし、利率

見 直 し 方 式 で

借 り 入 れ る 政

府 資 金 等 に つ

いて、利率の見

直 し を 行 っ た

後においては、

当 該 利 率 見 直 

し後の利率） 

 

政府資金等融資条件

に定めのある場合は

その条件により、銀

行その他の場合には

その債権者と協定す

るものによる。ただ

し、企業財政の都合

により据置期間及び

償還期限を短縮し、

若しくは繰上償還又 

は低利に借換えする

ことができる。 

（一時借入金） 

第８条 一時借入金の限度額は、１００，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第９条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

 （１）営業費用と営業外費用との間 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第１０条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額

に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決

を経なければならない。 

 （１）職員給与費                     251,598 千円 

（他会計からの補助金） 

第１１条 水道事業の健全な財政運営に資するため、一般会計からこの会計へ補助

を受ける金額は、１７１，１３０千円である。 

（たな卸資産の購入限度額） 

第１２条 たな卸資産の購入限度額は、３５，４９４千円と定める。 

  令和８年２月１３日提出 

                   刈谷市長  稲  垣     武 
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議案第２５号 

   令和８年度刈谷市下水道事業会計予算 

 （総則） 

第１条 令和８年度刈谷市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１）水洗化人口 

 （２）年間総処理水量 

 （３）１日平均処理水量 

 （４）主要な建設改良事業 

      管渠施設費 

      雨水施設費 

 （収益的収入及び支出） 

136,223 

19,733,000 

54,000 

 

2,031,970 

194,426 

人 

㎥ 

㎥ 

 

千円 

千円 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収        入 

 第１款 下 水 道 事 業 収 益 

  第１項 営 業 収 益        

  第２項 営 業 外 収 益        

  第３項 特 別 利 益        

3,686,973 

2,300,792 

1,386,171 

10 

千円 

千円 

千円 

千円 

支        出 

 第１款 下 水 道 事 業 費 用 

  第１項 営 業 費 用        

  第２項 営 業 外 費 用        

  第３項 特 別 損 失        

  第４項 予 備 費        

3,807,971 

3,558,707 

248,254 

10 

1,000 

千円 

千円 

千円 

千円 

千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額８８５，６８５千円は、当年度分損益勘定留保資金

８８５，６８５千円で補てんするものとする。）。 

収        入 
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 第１款 資 本 的 収 入           2,656,678 千円 

  第１項 企 業 債 

    第２項 出 資 金 

  第３項 負 担 金 

  第４項 補 助 金 

1,053,800 

989,261 

17,097 

596,520 

千円 

千円 

千円 

千円 

支        出 

 第１款 資  本  的  支  出           

  第１項 建 設 改 良 費         

  第２項 企 業 債 償 還 金         

3,542,363 

2,267,601 

1,274,762 

千円 

千円 

千円 

（継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

（単位：千円） 

款 項 事 業 名 総 額 年度 年 割 額 

１資 本 的 支 出 １建 設 改 良 費 

下 水 道 ス ト ッ ク 

マ ネ ジ メ ン ト 

事 業 （ 雨 水 ） 

632,000 

８ 85,000 

９ 295,000 

10 252,000 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

（単位：千円） 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利   率 償  還  の  方  法 

下 水 道 事 業 1,053,800 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

5.0％以内 

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

政府資金等に

ついて、利率

の見直しを行

った後におい

ては、当該利

率見直し後の

利率） 

政府資金等融資条件

に定めのある場合は

その条件により、銀

行その他の場合には

その債権者と協定す

るものによる。ただ

し、企業財政の都合

により据置期間及び

償還期限を短縮し、

若しくは繰上償還又

は低利に借換えする

ことができる。 
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（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、１００，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

 （１）営業費用と営業外費用との間 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

 （１）職員給与費                       203,140  千円 

  令和８年２月１３日提出 

                   刈谷市長  稲  垣     武 
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